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公益財団法人秦野市スポーツ協会報償費の支払基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、公益財団法人秦野市スポーツ協会（以下「この法人」と

いう。）が主催するスポーツ教室事業等を実施するに当たり、業務に従事す

る講師、運営補助者等に対価として支払う報償費に関する必要な事項につ

いて定める。 

（スポーツ教室事業等） 

第２条 この基準において、スポーツ教室事業等とは、公益財団法人秦野市ス

ポーツ協会定款第４条各号に定める事業をいう。 

（支払対象者） 

第３条 報償費の支払対象者は、この法人の常勤役員及び常勤職員以外の者

とし、原則として本人に直接支払うものとする。 

（報償費の種類） 

第４条 報償費の種類は、次のとおりとする。 

（1） スポーツ指導及び補助の実施対価 

（2） イベント、研修会等の運営、補助の実施対価 

（3） 講演、講義及び司会等の実施対価 

（4） その他この法人の事業遂行に必要な実施対価 

（報償費の額） 

第５条 報償費の額は、別表１及び２の報償費単価基準表に定める額を基準

とする。なお、事業を実施する上で特別な事情がある場合には、この法人

の業務執行理事（専務理事）の承諾を得て上限の範囲内において金額を調

整することができる。 

（領収証の収受） 

第６条 報償費を現金で支払った場合には、この法人は報償費の支払先から

所定の領収証を収受しなければならない。ただし、口座振込みを行った場

合、金融機関が発行する振込金受取書または振込利用明細書を領収証とみ

なす。 

（所得税の源泉徴収及び納税） 

第７条 報償費の支払に際して、この法人は法令の定めるところにより、所得

税の源泉徴収及び納税を行うものとする。ただし、支払い先が源泉徴収納

税義務者となる場合はこの限りではない。 
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（補足） 

第８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和２年６月１日から施行する。 
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別表１（第５条関係）：謝金単価基準表 

対 象 者 報償費基準額 
支給 

単位 
備   考 

スポーツ教室 

（実技指導） 

子ども 
２，０００円 

(上限 4,000 円) 
時間  

成人 
２，０００円 

(上限 5,000 円) 
時間  

少年少女ス

ケート教室 

１２，０００円 

(上限 15,000 円) 
日 

※神奈川県スケー

ト連盟所属講師 

※安全管理上アシスタントス

タッフが必要な場合 
上記基準額の半額 時間  

指導者養成事

業等 

（講義・実技） 

スポーツ指

導者等 

１０，０００円 

(上限 20,000 円) 
時間 

※同等の実績を有

する者も含む 

大学講師等 
１５，０００円 

(上限 30,000 円) 
時間 

※同等の実績を有

する者も含む 

スポーツ 

ドクター等 

２０，０００円 

(上限 40,000 円) 
時間 

※スポーツドクタ

ー健康講話事業等 

トップアス

リート等 

２０，０００円 

(上限 100,000 円) 
時間 

※特別講習会・イベ

ント開催等 

ふれあいスポーツデー 

スポーツ種目指導者 
５，０００円 日 

※スポーツ振興く

じ助成金の申請額

と同額 

ふれあいスポーツデー 

運営スタッフ 
神奈川県最低賃金額 時間 

※スポーツ振興く

じ助成金の申請額

と同額 

その他、この基準に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める（補足第８条） 
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別表２（第５条関係）：当日受付型スポーツ教室謝金単価基準表 

教室開催１コマにつき、参加者人数に応じて次の報償費を支払う。 

参加者数（人） 単位 報 償 費 

１ ～ １９ １コマ ６，０００円 

２０ ～ ２９ １コマ ７，０００円 

３０ ～ ３９ １コマ ８，５００円 

４０ ～ ４９ １コマ １０，０００円 

５０ ～ ５９ １コマ １２，０００円 

６０ ～ ６９ １コマ １３，０００円 

７０ ～ ８０ １コマ １４，０００円 

８０人以上 １コマ １５，０００円 

 


